
… 指定工事事業者

… 企業団

… その他

以下の場合には事前協議をおこな

うこと。

・３階部の洗浄タンク式トイレ等

に直結給水を希望する場合

・既設給水管から支分する場合

・先行引込管の予定口径が30㎜以

上の場合

・受水槽方式から直結給水方式に

変更する場合

・受水槽方式で各戸検針を希望す

る場合

・その他特殊な工事をおこなう場

合

企業団との連絡調整及び申請書類や設

計図等の確認については、指名された

主任技術者による。

◆給水管の構造及び施工方法決定

◆設計図面の作成

◆申請書類準備・作成

◆その他必要書類準備・作成

◆利害関係者の同意承諾

◆土地改良区所有地等を使用する

場合の同意承諾

◆その他の工事業者との調整

◆各管理者への立会い依頼

◆調査結果報告・見積書提出

◆施工方法や工期、必要となる手続

き等について説明

◆手数料や給水加入金等必要となる

納付金等について説明

◆工事契約

◆給水方式の決定

◆使用用途、計画使用水量の決定

◆給水管口径等の決定

◆その他

◆現地及び周辺状況の調査

◆埋設管調査（配水管・下水道管・雨水管・ガス管・その他）

◆既設水道設備の適合検査

（貯水槽水道や自家水道切替の場合）

◆各種届出の方法及び必要性等の調査

◆同意承諾関係の必要性等についての調査

◆その他当該工事に係る調査

基本調査

工事申込者より見積り依頼

基本計画

企業団との事前協議（随時）

関係者との調整（随時）

工事設計・申込書類作成

工事申請

工事申込者より工事受注

（申請手続きその他につい

ての受託含む）

標準的な給水装置工事のフロー図（1）

(見積り依頼～工事申請まで)



◆申請書類作成

◆道路管理者への申請

以下の条件を満たしたうえで給水係窓口で立会予約表に施工日を記入。

①給水加入金を納入したことの証明

（領収書写しの提出。企業団が納入確認済のものについては不要。）

②道路使用許可書写しの提出

③材料検査に合格したことの証明、もしくは管工事組合発行の使用材料

適合証明書写しの提出

※ 工事中止もしくは施工日の変更については、当日朝9時までにその旨連

絡しなければならない。

企業団の指定する範囲で使用する材料

について、企業団による検査が必要。

材料検査をおこなう場合は、事前に検

査日等の調整が必要。

「道路占用許可書写し」もしくは

「道路工事実施協議同意書写し」

を添えて所轄警察署へ申請

◆許可書の回収

◆工事事業者への許可連絡

企業団会計窓口もしくは企業団指

定金融機関窓口にて納入。

申請書類の審査受付及び手数料の

徴収をもって工事承認とする。

◆設計図面審査

◆申請書類審査

◆同意・承諾状況確認

◆その他必要事項に係る審査

給水加入金納入
手数料納入

受付・設計審査～決裁

手数料、給水加入金の納付

書発行

工事承認

道路使用許可申請

材料検査（もしくは管工事

組合で指定材料購入）

分岐又は撤去工事立会予約

道路占用許可申請手続き

道路管理者及び所轄警察署

による審査～許可

道路占用許可書受領

◎決裁までに1週間の期間を要する。

※ 書類不備等がない場合。月曜日

に申請したものは原則として翌

週の月曜日には決裁を得ている

ものとする。

毎週水曜日までに審査済のものに

ついて金曜日に申請。

◎納付書の発行について

企業団決裁後、速やかに発行する。

金融機関窓口で納入した場合、

企業団で入金が確認できるまで

に２週間程度の期間を要する。

企業団会計窓口もしくは企業団

指定金融機関窓口にて納入。

金融機関窓口で納入した場合、

企業団で入金が確認できるまで

に２週間程度の期間を要する。

・ 市道・町道の場合、占用申請か

ら許可まで2週間程度の期間を

要する。

・ 県道の場合、占用申請から許可

まで１ヶ月程度の期間を要する。

・ 国道の場合、事前協議が必要と

なり、さらに占用申請から許可

まで1週間程度の期間を要する。

材料購入

管工事組合又は他の管材業者より

購入。管工事組合で購入したもので

当該工事の材料として適合証明書を

発行されたものは材料検査合格品と

して取り扱う。適合証明書は購入後

企業団に正副提出するものとし、受

領証明として副の証明書に企業団受

領印を押して返却するものとする。

工事申請

標準的な給水装置工事のフロー図（2）

(工事申請～着工まで)

着 工

標準的な給水装置工事のフロー図（3）

所轄警察署による審査～許

可

許可を得たら許可書写しを企業団

へ提出

不備や誤り、基準を満た

さない設計であると判断

された場合は、訂正等必

要な修正等をおこなった

うえで再申請。

手数料の納入を確認できないもの
については、工事未承認のため許
可書写しは引き渡し不可。

★設計審査及び決裁について

申請から決裁まで１週間を要する

ため、着工までに余裕を持って申

請すること。申請書類に不備等が

あった場合は、内容の手直しや差

替え、再申請後更に時間を要する

ため注意すること。



◆竣工書類検査

◆竣工図検査

◆工事記録写真検査

◆現地検査 ※ 原則立会い不要

(企業団指定範囲の構造等について)

◆窓口で書類不備等を確認

◆竣工書類控え(２部)に受領印押印

◆水道メータ貸与（即日）

◆水栓番号（お客様番号）付与

掘削工事完了後、自然転圧期間を

おいて施工。完了後、本復旧完了

届に写真を添付して企業団へ届出。

指名された主任技術者による。

◆構造材質基準適合検査

◆企業団指定範囲適合検査

◆竣工図面の作成

◆竣工書類準備・作成

◆その他必要書類準備・作成

主任技術者に選任された「適切に作業を行うことが

できる技能を有する者」による。

◆道路掘削工事の場合は企業団職員の立会い

◆配管工事施工

◆仮復旧工事施工

◆耐圧試験、水質検査等の各種試験の実施

◆工事記録写真の撮影

着 工

竣 工

本復旧工事

自主検査

竣工届及び給水開始の届け

引き渡し（給水開始）

企業団による竣工検査

竣工書類受理

メータ貸与

メータを貸与する日は月・水・

金曜日とする。 メータを貸与す

る日であれば即日貸与する。

標準的な給水装置工事のフロー図（3）

(着工～引き渡しまで)

その後の給水装置の維持管理方法

等について説明のうえ、竣工書類

控え(企業団受領印押印済のもの)を

添えて施主（工事申込者）へ引き

渡し。

仮復旧期間の現場管理

※ 自然転圧期間は１ヶ月以上の適切な

期間とし、道路管理者の示す基準を

満たす期間とすること。

立会い検査

立会い検査が不要な工事 立会い検査が必要な工事

以下の場合には、立会い検査を

おこなうため、企業団検査員と

日程調整等おこなうこと。

・受水槽式給水の場合

・その他企業団が必要と認めた

場合

不備や誤り、基準を満た

していないと判断された

場合は、訂正等必要な修

正等をおこなったうえで

再度届出。

不適と判断された場合は必

要な手直し等をおこなった

うえで再検査。

★受水槽式給水における各戸検針

契約について

受水槽式給水の場合について、受

水槽以下給水設備における各戸検

針を希望する場合には、事前に担

当部署である業務課業務係と協議

をおこなう必要がある。

この場合、各戸検針契約の締結や

それに伴う必要書類の提出、中間

検査等をおこなう必要があるため、

担当部署の指示に従って手続きを

おこなうこと。

工事用に水道を使用す

る場合には、仮設工事の

申請をおこなう。

申請手続きについては、

「標準的な仮設工事のフ

ロー図」を参照。


